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マイナンバー
（社会保障・税番号）
制度がはじまります。

個人番号カードの取得には申請が必要です。
　個人番号カードの交付を希望される人は、郵送された通知カードの下部に
付いている個人番号カード交付申請書により、申請を行ってください。

なくさないで！通知カード
　平成28年 1月から、社会保障・税・災害対策における各種手続きにおいて、
本人確認とともに、個人番号の記載・確認を求められることとなります。　
　また、個人番号カードの交付を受ける際にも通知カードの返却が必要です
ので、受け取られた通知カードは大切に保管してください。

申請

個人番号通知カード（通知カード） 個人番号カード（番号カード）

特集：マイナンバー（社会保障・税番号）制度がはじまります。（15～18）
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